
No 内容 チェック 備考

1 受入対象分野（12分野）に該当すること □

2 過去５年以内に労働法・入管法違反による処分がないこと □

3 過去１年以内に行方不明者を発生させていないこと（本人帰責事由を除く） □

4 労働保険が適用されていること □

5 労働保険料の滞納がないこと □

6 健康保険厚生年金の強制適用事業所の場合、適用されていること □

7 健康保険厚生年金保険料の滞納がないこと □

8 対象作業以外には従事させないこと □

9 国税、地方税、消費税等の滞納がないこと □

10 賃金を預金口座への振り込みにより支払うこと □

11 日本人と同等の賃金を支払うことができること □

12 対象労働者は１８歳以上であること □

13 対象労働者に法定以上の費用を負担させていないこと □

14
直近年度の決算において債務超過状態である場合、公認会計士等の国家資格者に

よって、事業継続が可能であることの評価がきること
□

国家資格者の署名による評価調書

が必要

15 住居は法定以上の広さを確保できること □ １人あたり7.5㎡以上

16 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること □

17
常時１０人以上の労働者がいる場合、就業規則（賃金規程を含む）を作成してい

ること
□

18 違約金を定める契約をしていないこと □
退職希望者から金銭を徴収する契

約など

19 分野別協議会に加入できること □
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